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地域史の研究と文書館
一歴史史料の電子情報化に絡んで一

Archives and the Study of Regional History 

はじめに

本稿で言う文書館は、歴史を伝える文書史

料を収蔵し、利用者に公開しつつ保存・活用

についての研究を進める機関の総称である。

全史料協は、それらが全国規模で結集した連

絡協議会で、この会が取り組んできた一連の

運動を、ここでは文書館運動ないし文書館活

動と呼びたい。そこではまず、それに主体的

に関わりうる人たちの間での議論があり、ま

た、文書館の機能と存在意義を主張する立場

から、行政に向けて、また既存の歴史学界に

向けても発言され議論が重ねられてきた。い

ま文書館が、それぞれの地域社会の中で自ら

の有用性を主張し、提示してみせる必要性に

迫られているとき、もう 一つ、利用者の立場

からする文書館論があってもいいのではない

かと思う 。史料の利用と、保存・管理が常に

対立するとは限らない。文書館を取り巻く世

界は、利用者の目にどのように映るのか、こ

の考察が文書館活動の一層の進展につながれ

ばと考える。

1 地域的偏差

ある自治体史の編纂現場では、今だに古文

書がゼロックスコピーにかけられている。そ

の県の公文書館では、マイクロフィルムから

の紙焼き版と共に、かつて開館前に作られた

原文書のゼロックス版が同列に開架利用され

ている。市町村史の編纂担当者が、それらを
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閲覧利用していく 。再コピーも許されている

ので便利だ、と思う 。何の説明もなしに、コピ

ー版もマイクロ版も一緒に並べられているの

で、一般利用者には便利さばかりに目がいっ

て、そこに原文書保護に対する質的な差異が

あることに気付かない。それが繰り返される

と、やむを得ずゼロックスコピー版を利用し

ているということにはならない。むしろ推奨

していると誤解されても不思議ではない。

原物コピーを平然と繰り返す編纂現場に、

マイクロフィルムの利用を勧めてみても、話

しが噛み合わない。担当者にしてみれば、自

分たちは原物を傷めないよう、コピー版で仕

事をしているとの思いが強い。原文書は大切

に所蔵者にお返しした、という 。勿論、編纂

室が定期的に所蔵者宅を訪れ、防虫剤の交換

や虫干しのアドバイスをすることなどない。

アフターケアの必要性など気付いていない九

文書館界で議論されている事柄が全く伝わっ

ていないのである。自治体史の編纂が本づく

りで終わってしまう典型的な例と言える。こ

れに類したことは、おそらく他にもあるので

はないだろうか。

文書館がアーカイブズライブラリーを充実

させ、職員の研究利用と、 一般利用者へ提供

することは、今ではどこでも行なわれている

当然のことと思われるかもしれない。しかし、

現実は必ずしもそうとは限らない。ある県の

公文書館では、これらライブラリーの一切が

閉架にしまい込まれている。勿論、受贈目録

などありはしない。カウンターで、ある雑誌



を見せてもらいたい旨口頭で依頼すると、探

し出して閲覧させてくれる。だが、コピーは

駄目だという 。たとえば、 「何々市史研究」

に掲載されているある論文をコピーして読も

うと思っても、それが許されないのである。

メモを取るなり、筆写するしかない。今時、

信じられないことがここでは強要されてい

る。活字に印刷された刊行物であろうとも、

その県にとっては一冊だけ寄贈を受けた大切

な原本なので、原本保護の理由からコピーは

不可なのだという 。文書館職員は、あちこち

の文書館を自分の研究目的で調べ歩く経験を

したことがないのか、と疑いたくなる。ごく

最近、全史料協の全国大会を開催した県にお

いて、この認識なのである。寄贈者側では、

寄贈刊行物がこのように死蔵されていること

を承知しているのであろうか。

こうしたことは一般に館の要綱などで定め

られている場合が多い。個々の職員の対応に

不同が無いよう、館の内規・職員の内部マニ

ュアルで決めているのである。このレベルで

決められているものに、史料閲覧願いや複写

許可申請書などの書式がある。一回に 5点な

り10点なりの出納の条件は理解できるにして

も、何故、その申請書一枚毎に住所 ・氏名、

場合によ っては職業や電話番号 ・勤務先名ま

で書かねばならないのか。あの申請書は、そ

の後、どのようなライフサイクルを辿るので

あろうか。利用者にあれだけの時聞を費やさ

せておいて、後は廃棄されるだけの運命にあ

るのか。仮に、 それを基に後日マイクロフィ

ルム化を図る際の参考資料にするに しても、

年間に何千件もあるであろう申請事項をチェ

ックしデータ化するのは、労力の無駄で、はな

いか。そのようなこ とに頼らなければマイク

ロ化の優先順位が決められないのだろ うか。

申請書への記入事項は必要最少限に止めても

らいたい。史料名は記さずとも、記号 ・番号

だけでよいとか、閲覧・複写の申請書は一枚

にまとめ、複写希望のものに何か印を付けれ

ば済むような工夫があってもいいと思う。

ここで言いたいのは、 このよ うな文書館利
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用の実際が、職員の内部マニュアルで定めら

れていて、利用者の側から、その変更・改善

を求める手だてが保証されていない点にあ

る。結局は、職員同士の内部的な取り決めな

ので、カウンターでその旨を担当者に訴える

しかない。その声を聞く聞かないは、担当者

の胸一つにかかっている。つまるところ、利

用者が自ら育っていくしかない。説得力ある

形で要望を繰り返すしかないのである。そし

て現実には、その人数も増えていかなければ

文書館は上手く機能していかない。史料管理

者の方々には、自らも一般利用者として他館

を利用されるよう望みたい。利用者側の不便

に気付かず、職務上は当然と思われていた事

柄でも、実は改善可能なものが見えてくるか

もしれない。

地方の文書館運動や史料保存、自治体史編

纂の現場には、熱意は旺盛だが、一昔も二昔

も前のスタイルで取り組んでいる所がある。

そこには、情報が途絶しているかのようだ。

文書館界の常識が見えていない。史料保存運

動や文書館運動の蓄積の中にあれば、 今かか

えている課題やこれまでにかち取られてきた

成果が日常的に語り合われているのだと思

う。そこには、緊密な情報交流の輪ができて

いる。 その情報を地方にも伝えてほしい。地

方には、文書館に関わり を持てる絶対数が圧

倒的に少ないのである。道や県の文書館利用

者が市町村レベルの史料管理者になることが

多い。この連鎖の輪を広げ強める役割を全史

料協に期待したい。

文書館先進地帯と地方の現実は、 益々その

格差が広がっていくよう に感 じる。文書館界

は業界になってはいけない。全史料協は、こ

の地域的偏差の進展に 目を向けるべきであ

る。自治体に文書史料の担当部所があればま

だいい。問題なのは、 それが無く、これから

行政に働き かけていかなければならない時で

ある。ある地域に全史料協への入会資格を持

つ人がほ とんどいないという事態があ り得

る。入会せずとも 「記録と史料」 を定期購読

する方法があるではないか、と思われるかも
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しれない。しかし、そんな専門誌があるとい

うこと自体が知られていないのである。大会

テーマに文書館制度の普及を掲げるのであれ

ば、このような地域的偏差のあることを真剣

に考えるべきだと思う 。

2 情報の公開

その筋の専門誌の一つに「市町村史の研究j

や「研究紀要Jなど自治体が発行する逐次刊

行物がある。ここには、歴史学の個別研究だ

けでなく、史料保存の技術論、文書館の機能

や機構、社会的役割、自治体史編纂との関係

など実態に即応した議論と情報が満載されて

いる。アーカイブズライブラリーそのもので

ある。史料保存や文書館運動に積極的に取り

組んでいる自治体では、これらライブラリー

を自ら発行して情報を発信し、また、それを

集めライブラリーを充実させている。そうし

た所ではどこでも、書庫の一角にこれらが集

められ、職員の研究利用と一般閲覧の利用に

供されている。発行主体の側では、公費を使

って公刊された逐次刊行物が、広く公開利用

されていると信じて疑わない。しかし実は、

これほど入手困難な刊行物はない。

身近な市町村に、これらが揃っていれば別

だが、そうとばかりは限らない。どこの自治

体史編纂事業にも関わっていない歴史研究者

は、大学や県立の図書館でそこに寄贈されて

いるもの以外、手にとって見ることはできな

い。それも県内市町村と、都道府県レベルで

発行するものの一部にしか過ぎない。どこで

もその状況に変わりはないだろう 。発送する

市町村の側でも全国規模の範囲で寄贈してい

るとは思えない。一般論として自治体の発行

する逐次刊行物を手に取って見ることは難し

い、限定されていると言って誤りない。

ある県の文書館では県内の市町村が発行し

ている自治体史の本編、編集史料集、史料目

録、研究紀要などが、その時点で何号まで発

行されているかをまとめ、 一覧表に整理して

いる。依頼に応じて、その表を郵送してくれ

る。ありがたいサーピスで、各都道府県でも

是非取り組んで、いただきたい。だが、逐次刊

行物に掲載されている論文名まではわからな

い。ところが、埼玉県地域史料保存活用連絡

協議会編の『埼玉県市町村歴史関係文献目録』

(1996年3月)によれば、逐次刊行物の目次

内容まで知ることができる。この種のものは、

かつて、都道府県立図書館が十年分ぐらいず

つをまとめ、郷土資料目録として刊行してい

たかと思う 。最近少ないように思うが、継続

を望みたい。そして、都道府県レベルの文書

館でもこの種の情報を収集し、提供していた

だきたい。のみならず、原物を手に取って見

られるよう、環境を整備してもらいたい。こ

れまで図書館の郷土資料コーナーが担ってき

た役割は、文書館にも欠かせないと思う 。

文書館活動の蓄積がない場合、その専門的

な情報を収集するのはそう簡単なことではな

い。文書館制度の普及を図る上でこの点を見

逃すことはできない。アーカイブズ関連の論

文を読む場合、それが文書館にあれば、すぐ

に調べられる。もし無ければ、図書館のレフ

ァレンスコーナーから相互利用の制度を利用

してコピーを取り寄せることになる。しかし、

図書館のコンビューターネットワークは、基

本的に雑誌なり本なりが、どこに所蔵されて

いるかを教えてくれるシステムなので、雑誌

や本の目次内容までは入力されていない。従

って、その論文を掲載している雑誌の所在を

確認できても、その雑誌がどのような論文を

収録しているかはわからない。その意味で、

先の『埼玉県市町村歴史関係文献目録』のよ

うなものが都道府県ごとに整っていればあり

がたい。普通は、ある論文のコピーを依頼し

た時に、それと同じ雑誌にもう 一本関連深い

論文が掲載されていたとしても、それがわか

らない。掲載誌の目次も一緒に送ってもらい、

それを確認してから再度依頼することにな

る。非効率この上ない。歴史学の個別研究に

はよくある風景である。

全史料協関東部会編の『文書館学文献目録』

(岩田書庖、 1995年刊)は、古いものから最



新のものまでアーカイブズ全般にわたって膨

大な情報を提供してくれる。これを見て、是

非読んでみたいと思う論文が、ある雑誌に掲

載されていることがわかったとする。ならば、

その雑誌の他の号にも関連の論文があるので

はないかと考えてしまう。だが、その雑誌が

身近にあればすぐ調べられるにしても、大体

は無いのが普通である。すると、それを調べ

るには大変な労力がいる。しかし、それでい

いのだろうか。研究者は、いつもやっている、

やらされていることだが、それを自治体の史

料管理者に求めていいのかと思う 。特に、こ

れから史料保存や文書館に取り組んでいきた

いと考えている自治体の職員には、も っと簡

単にこれらの情報を手に入れられる方法を用

意すべきではないかと思う 。

『文書館学文献目録』の「編集を終えて」

に述べられているように、今後、こうしたデ

ータがフロッピィーやMO、CD-ROMな

どで提供されるこ とを望みたい。そうすれば、

それを加工し、執筆者ごとにまとめたり 、あ

る雑誌を選んで刊行年順に並べ替えたりする

ことも容易にできるようになるだろう 。論文

コピーを収集する効率が飛躍的によくなる。

この点で、文書館活動の普及に果たすコンピ

ユータ ーの役割は大きい。

インターネ ットもも っと活用すべき だと思

う。手始めに、各自治体が発行する逐次刊行

物を、目次だけでもいい、インターネ ット上

に公開してもらいたい。「市町村史の研究J
など自治体が発行する逐次刊行物を創刊号か

ら順に並べてみる と、その自治体が取り組ん

できた活動の軌跡を知ることができる。

文部省の学術情報センターでは、インター

ネットを利用した電子図書館の開設を検討

し、歴史部門では「ロ シア史研究」 が公開さ

れている。 利用資格に制限があるなど問題は

あるが、 参考になる点も多い。執筆者個人が

自分のホームページに論文や文献目録など

様々な情報を流すのとは意味が違って、「市

町村史の研究」な ど自治体が公費を使って公

刊した逐次刊行物こそイン ターネッ トにのせ
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て相応しい。大学の研究所などでも、研究紀

要に掲載された論文をネ ット上に公開する所

が出始めているヘ デー タが年々追加されて

いくという逐次刊行物の性格から言って、 紙

メディアで公刊していくだけでなく、その目

次だけでもパソコンの共用データベース形式

で提供していく方が適している。掲載論文へ

のヒ ット率は格段に高め られる。「市町村史

の研究」も真の意味で公開に近づいてい く。

それも、市町村個々のホームページではなく、

都道府県毎になされるべきで、さら に全史料

協は、そのセンターにな りうるのではないか

九 料金や法制上の問題点など検討すべき時

期に来ていると思う 。

3 未来の歴史史料

歴史の研究者は、文書ならとにかく何でも

残しておいた方がよいと考える。行政文書で

も企業資料でも、でき るだけたくさん残して

おいてほしいという願望がある。残された文

書から過去を再考していくしかない者の性な

のかもしれない。しかしそれは、間違ってい

る。膨大な文書のすべてを残すことなど物理

的にも経費面でも非現実的だ し、仮にそれが

できた としても、将来それに見合うだけの歴

史学の成果があがるものでもない。現に今残

されている古文書は、偶然残ったものもある

かもしれないが、大半は、 後世に伝えようと

いう 意思が働いた結果なのだから。 現代の文

書についても選別すべきは選別し、必要なも

のを伝えていく べきだと思う。しかし、今の

技術な らば、紙メ ディアとしての文書は破棄

するにしても、媒介を変換することによ って、

大量の文字情報を省スペースの中に残 してい

けるのではないか。

史料保存に関する科学技術は急速な進歩を

遂げている。史料の保存環境をめぐって、温

湿度、光、煙、薫蒸など、古典的な研究蓄積

カまあるし、リーフキャステイングの技:待1や中

性紙の保護紙も常識化しつつある。 また、阪

神淡路大震災の史料救出に関わる様々な活動
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から、紙史料に限らず写真やネガなども含め

て損傷した史料を修復する技術も、知られる

ようになってきた。96年の全史料協秋田大会

の分科会でも、そうした報告があり、参考文

献が示された。しかし、いざ保存の現場に立

ち会わされたとき、私たちはどれだけ正確な

知識を持ち合わせていると言えるだろうか。

自分でできるということではなく、技術力の

ある業者に、どれだけ的確な指示を出せるの

か、ということである。

たとえば、ゼロックスコピーはよくないと

いいながら、 一回のコピーで文書がどれくら

いの損傷を受けるのか、科学的なデータを私

は知らない。イ可回もはよくないにしても、一

回だけならいいだろうと言われたときに、答

えに窮してしまう 。また、マイクロフィルム

は市販のネガ版でも一般に言われるほど万全

なのだろうか。だとしても、彩色は伝えられ

ないし、朱の中間色や白字のことなど、文書

館界ではどのように考えられているのだろう

か。

そして、デジタル信号はそれほど信用でき

ないものなのか。企業では、大概の場面でコ

ンピュータ ーが使われ、現場での処理は言う

までもなく、膨大なデータがコンビューター

に蓄積され、経営戦略に活かされている 。

年々基本データも追加・更新されていく 。紙

メディアで作成された文書や図面を、マイク

ロフィルムで保存しておくことは多くの企業

でやられてきたことだし、今では光ディスク

への記録も試みられている。ならば、将来の

歴史史料に対してもデジタル化は一つの有力

な保存の手段になりはしないか。行政文書の

永年保管文書は原物を保存するだけでなく、

優先してアナログのフィルムに保存し、更に

デジタル化しておく。その他の文書は廃棄し

なければならないにしても、媒介を変換して

文字情報だけでも残すべきものもあるのでは

ないか。その技術はあると思う九 そしてそ

の技術は、現代のあらゆる紙史料に活かせる

のではないか。

ディスクを動かすドライパーも osも、

100年後には対応できなくなってしまうだろ

うと憂えてばかりいてはいけない。おそらく、

そうならないための更新技術の開発や、標準

化については、文書館界でも既に研究が進め

られているのだと思う 。文書館界にとって、

行政を説得する高遇な理論も必要だが、それ

だけでなく、現実に採用しうるものは何なの

かを見極められる情報と知識も欠かすことは

できないのだから。

文書館制度の普及に当たって、行政が作成

した公文書は国民共有の公有財産であるか

ら、行政自らが大切に後世に残していかなけ

ればならない、と説かれている。公文書館法

を活かし、行政に公文書保存の必要性を説く

有効な論理なのかもしれない。しかし、文書

館界で言われる公文書概念と、国民レベルの

公文書意識には、ズレがある。国民感覚に即

して言えば、公務員が、つまり役人が役所の

仕事のために役所の中で、作っているもの、こ

れが公文書なのである。そこにパブリックの

精神を感じ取ることはない。行政文書そのも

のなのである。そもそも、文書のライフサイ

クルを考えたとき、作成の出発点において、

国民は客体とはなり得ても主体にはなり得て

いないのだから、それもやむを得ない。行政

の実際から国民は閉め出されているのであ

る。政治を作り出した社会と、その歴史が異

なっているとき、文書館制度の先進諸国は参

考にはなっても、ダイレクトに輸入するには

慎重であるべきだと思う。行政文書を私たち

の生活に密着した文書だと感じるにはまだ無

理がある。

20世紀を生きる私たちの現実を、果たして

行政の永年保管文書だけで伝えきれるのだろ

うか。個人の日記や古い写真、あるいは日々

捨てられていく紙の中にも、私たちの日常が

あるのではないか、という想いが基本にある。

そこに記された文字や図像情報だけでも残し

ておけないだろうか。文書館は、過去から未

来にわたる歴史史料総体の保存機関であらね

ばならない。文書館の活動は、絶えず史料総

体を視野に入れてなされなければならない。



4 史料の公開

現在の整備された文書館環境で史料を撮影

するのに何の支障も ない。そこで、仮りに文

書館所蔵の何々家文書という史料群すべてを

撮影したならば、どのように思われるであろ

うか。その紙焼き版から再コピーすることも

可能な筈で、文書館の史料管理者の掌握でき

ない所で複製の複製がどんどん作られていく

事態についてである。史料管理者の立場から

は、印刷物への無断掲載や、史料内容からの

プライパシー問題の発生など、様々な問題が

次々と脳裏をかすめるに違いない。

しかし、デメリットばかりではない。たと

えば、東大の史料編纂所の史料が、ある県史

編纂室のマイクロフィルムに収められた場合

などである。市町村史の編纂に当たって、そ

の同じ史料を調べねばならないとき、史料編

纂所に連絡すると、マイクロでよければ、県

史編纂室のものを利用するよう勧められるこ

とがあるのではないだ、ろうか。県史編纂室が

文書館に引き継がれれば、その公開性は一層

高められる。史料編纂所でも出納事務が軽減

されるし、何よりも出納による文書の傷みを

やわらげることができる。マイクロフィルム

の普及は、史料の保存にも、 歴史学の研究に

も多大な貢献をした。しかし、原文書と同じ

場所に置かれているだけでなく、もう 一本、

利用者の身近な場所にそれがあれば、も っと

便利になる。

あるいは、阪神淡路大震災は、パッ クアッ

プ機能の大切さを教えてくれた。企業では、

基本データの維持管理機能を、本社ともう 一

つ別の地点に設ける動きを強めることになっ

た。文書館界でも、原史料を複製保存したマ

イクロフィ ルムが、原物と同じ施設に保管さ

れるだけでなく、もう 一つ別の場所にも保管

しておく必要性について検討すべきではない

だろうか。

利用者の我僅を言わせてもらえば、マイク

ロフィルムがあるならば、オリジナルは大切

に保管するにしても 、そのコピーマイクロを
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貸し出してもらえないかと思う。文化系の研

究領域の中で、日本史の特に近世・近代史の

研究ほど、非効率的で、 体力 と時間をかけな

ければならない分野はない。教育学部の社会

科に勤務し、同僚教員には叱られるかもしれ

ないが、正直そう思う 。マイ クロフィルムの

専用保管庫を提唱する文書館の現場からは、

到底受け容れ難い話だと はわかっている。貸

し出しの期間を短く限定しでも温湿度の管理

ができないとか、第一、リーダープリンター

が無いと話にならない筈だし、そんな人聞は

全体利用の一部にしか過ぎない。公平利用の

観点から、そんなことに予算をかけるべきで

はない、と退けられるだろう。

だがもし、マイクロフィルムではなく C

D-ROMなら、どうだろう。マイクロフィ

ルムから CD-ROMに情報を移し、それを

貸し出すのである。利用者はリーダープリン

ターのある場所に行かなくても、自分のパソ

コンモニターに史料を呼び出 し、 プリンター

に出力することもできる。秋田県立図書館で

は秋田県立博物館所蔵の「菅江真澄遊覧記」

のCD-Rを作成し、貸し出しサービスを開

始した。史料の公開とはそういうことではな

いかと思う5)。これによ って、今までは思い

もよらなかった史料の利用が引き出されるか

もしれない。学校教育 ・社会人教育・生涯学

習などでの活用がすぐにでも思い浮かぶ。

古文書は読めなくても、古い新聞なら読め

る。各地の図書館や文書館では、その地方の

古い新聞を収蔵している所が多い。たとえば

これを CD-ROM化して、貸し出 してくれ

ると、関心もあって興味も引き出し易い。文

書館に行かなく ても、教室で、あるいは自宅

で文書館の史料を読むことができるようにな

る。そういう形の文書館利用があってもいい

のではないか。そう いう活動からも、文書館

への住民理解は深められていく。文書館は利

用者に来てもらうだけの施設ではない。文書

館専門職員は、史料保存と史料内容に関する

専門職であるべきで、出納事務は軽減されな

ければならない。来館者の数を数えるのは本
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務ではないと思う 。色々な形で、新たな利用

を引き出していく積極性が必要ではないか6)。

長期的に見て、これを実現するのに悲鳴をあ

げる程の費用がいるというのか。住民が地域

の歴史と史料に親しみ、その伝統を継承して

いくにはそれぐらいの費用をかける価値があ

るのだ、と主張すべきだと思う 。

5 史料目録

上記のことが実現されれば、私たちの史料

撮影もする必要がなくなる。近い将来、そう

なることを願いつつ、今は現実に対応しなけ

ればならない。史料調査は史料目録の収集か

ら始まる。文書館には館蔵史料の概要をあら

わす目録と、史料群ごとの詳細目録の二種類

が最低でも必要である。そして、印刷された

目録はできるだけ入手しやすい方法をとって

おいてもらいたい。販売だけでなく、各地の

関連機関への濃密な配布を心懸ける必要があ

る。目当ての史料群が定まると、目録の分類

に従って、撮影リストを作成する。予算と時

聞が許すなら、史料群すべてを撮りたいとい

う衝動を抑えつつ撮影順序を決める。しかし、

目録からは史料内容が判断できない場合もあ

るし、フィルム数がどれくらいになるかもわ

からない。分厚い御用留もあれば、薄いもの

もある。継ぎ紙の文書が何カット分かまでは

無理にしても、目録には帳面ものの丁数を載

せてくれるとありがたい。一眼レフで済むの

かマイクロカメラにするか、事前に判断しや

すくなる。

現状では、目録を入手してから一度館を訪

ねて文書を実見し、その上で撮影、という手

順にならざるを得ない。細かいことを言えば、

閲覧願いへの記入には大変な時聞がかかるの

で、目録と一緒にその用紙も手に入れて、予

め書き込んでおくようにする。そして、史料

を実見してから撮影するものを決め、複写許

可申請書の記入にかかる。遠方への調査の場

合、これは、旅先の宿に帰ってから夜の作業

となる。閲覧願いに書き込んだのと大部分同

じ史料について、記号番号と長々しい史料名

をもう 一度書かねばならない。そうやって、

ょうやく撮影にこぎ着ける訳である。目録情

報がもう少し親切で、閲覧・複写願いが一枚

で済めば、出発前にも っと効率よく作業がで

きるのだが。文書館の専門職員が目録を作る

段階で史料を撮影するのと、目録ができた後

の閲覧・撮影とでは、かなり勝手が違うこと

に気付かれると思う 。文書館で史料管理に携

わる方々には、自らも利用者として他の文書

館に出向かれるよう 望みたい。相互に利用し

あうことによって、利用者の立場に立った史

料管理のスタイルが見えてくるかもしれな

し、。

一般利用者には書庫の状況はわからない。

一点ず、つ袋に入って並んでいるのか、中には

十袋ぐらいまとめて整理箱に入れてあるの

か、あるいは虫破損が甚だしく閲覧できない

ものもあるのか、貴重史料扱いで別置されて

いるのか、閲覧カウンターの外側からは見る

ことはできない。しかし、史料管理者はその

すべてを熟知している。と言うよりも、どの

棚にどう いう形で収納すべきかを絶えず考え

ながら整理が進められ、その結果として目録

ができあがる。ここで、別の担当者がその史

料群を整理し目録を作ったならば、果たして

同じ目録ができるだろうか。おそらく違うと

思う 。一つの文書がAの分類に入っても B分

類に入ってもおかしくない、しかしAとBは

区別した方がよい、ということはよくあるこ

とである。したがって、目録作成者の視点に

応じて微妙に違った目録ができあがり、史料

の配架状況も異なってくる。同様に、利用者

各人と目録作成者とでは視点が違う 。

史料利用に当たっての公平・平等原則とい

うものがあるらしい。文書館の史料管理者が、

史料整理・目録作成過程で知り得た知見を基

に、 一般利用者に先んじて研究論文を発表し

ではならない。それがマナーだという 。しか

し、研究を伴わない目録作成などあり得るの

だろうか。史料を読み込んで、その史料の意

味を判断したからこそ分類ができるのだと思



う。勿論それによって史料の公聞が遅れては

ならないが、目録作成と同時にその史料を使

った研究を発表し、その史料群の持つ意味を

原所蔵者と地域住民に示すことも、文書館職

員の責務の内ではないかと考える。そうすれ

ば、私たち利用者にとっても、目録作成者の

研究を読みながら、目録を見られる訳で、ど

のような観点からその史料群が分類されてい

ったのかを知る手助けとなる。それとても、

史料群総体にわたった研究はできないだろ

う。特定の問題関心に支えられた研究になら

ざるを得ないのが現実ではないか。

近世 ・近代史の研究は史料の宝探しではな

い。史料の最初の利用者が、その史料群から

引き出しうる論点を最良の形で構成し得る と

は限らない。後から批判を受けつつ、研究の

質が高められていくのである。史料管理者が

目録作成ごとに、それに基づいた個別研究を

発表するのは容易なことではないだろう 。と

はいえ、少なくとも館が目録を作ったような

暖昧な態度は避けるべきである。目録はそれ

自体が、史料群の性格を第三者に伝えるもの

であり、その分類は、目録作成者の見識の表

明なのだから、作成者名を明記しなければな

らない。 そして、そのように分類したことの

意味を研究として公表すべきではないか。

これからは、史料目録も印刷目録と一緒に

データベース形式のフロッピィーで提供して

もらえると思う 。そこには、 B5判でもA4判

でも書き込み切れないデータを入れることが

できる。必要があれば、 書庫の棚番号・ 配架

状況までも入れられる。何よりも、一つの史

料に一つの記号番号しか与えられず、 一通り

の方法でしか目的の史料を引き出すことがで

きない印刷目録の限界を克服するこ とができ

る。データベースを使えば、A分類でもあり

B分類でもある史料に対してどちらからでも

アプローチできるようになる。史料群全体を

作成年代順に並べ替える ことも簡単だし、作

成者ごとにまとめて検索することも容易にで

きる。そして、 書庫の配架状況がわかれば、

棚の順番に史料を出してもらうよう な出納時
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の心配りもありえよう 。目録の作成にパソコ

ンが威力を発揮している現在、これの実現だ

けはそう遠くない話だと期待している九

6 歴史教育

過去へのアプローチは文書史料からばかり

とは限らない。国語辞典である『広辞苑』の

CD-ROM版には映像や音声まで入ってい

るという。形や大きさを持った物を伝えるに

は図像表現の方がはるかに適している。歴史

学の研究に則して言えば、文書史料と「もの」

資料の問題になる。近世や近現代史に比べて

残存する史料の絶対数が少ない古代史や中世

史の研究手法を考えれば理解しやすい。もの

資料や民俗学の成果も 、あるいは歴史考古学

をも視野に入れて考えることが常識となって

いる。この点は近世以降の分野でも参考にな

る。

そして、こうした姿勢は研究者の視点と言

うより、実は市民感覚に近いものではないだ

ろうか。住民が地域の歴史を考えようとする

とき、文書史料ももの資料も民俗行事も 区別

はないのだと思う 。歴史とは、要するに古い

もの、古いことなのである。市民にと って古

いものごとは、大体において目に見えて視覚

的に認識可能な、 Iものjや「こと」に触れ

ることによって感得されていく 。博物館の展

示では、「もの」と文書を密接有効に関連づ

けながら、市民が理解しやすいように工夫し

であるのが普通である。古い文字を読んで、

その文字世界から時代を超えた過去に入り込

んでいくにはかなりな訓練がいる。「も の」

だけでも、また文字だけでも過去は解らない

のである。

文書館の企画展では、 絵図類が展示された

り、文書に関連のある 「ものjを写したパネ

ルを用いたりする ことが多い。そこでは、文

書だけでは関心を呼ぴに くいとか、彩色のあ

るものがほしいとか暗かれる。その通りだと

思う 。ガラス越しに展示された文書を見て、

読んで、そこに記された文字世界から当時の
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社会に想いを巡らすことなど、およそ至難の

ワザと言えよう 。その展示を眺めることはあ

っても、もう一度見に行こうとは思わない。

文字情報だけでは伝えきれない歴史情報とい

うものがあるのだ。その意味で、文書館は博

物館とネットワークを組んで情報交換を密に

しておく必要がある。

地域の歴史を住民の視点から考えたとき、

その土地と、そこにあったものと、そこに生

きた人間を切り離して考えることはできな

い。子供たちにふるさとの歴史を教えるとき、

教室で学習しただけでは効果があがらない。

関心を持たせる意味でも、「もの」を見せ、

できれば触れさせなければならない。地域に

博物館的なものがあれば、それを利用する。

だが、教育の現場はそれほど恵まれてはいな

い。自治体が博物館を持っていても、交通の

便と安全の確保、時間割のことなど、解決し

なければならない課題は多い。そういう中で、

学校の近くにある古い「もの」を見せるとか、

お年寄りの話を聞くとか、色々な工夫が試み

られる。ところが、そうやって歴史の生の資

料に触れさせると、彼らの頭の中には既に教

室で教わった「歴史」がインプットされてい

るので、原物はそれを追認するものになって

しまう 。子供でも大人でも、歴史とは活字に

書かれて既に解っていることで、資料や史料

を読み解いた結果であるとは考えない。「覚

えるjことが歴史の勉強だと思い込んでい

る。

学生に歴史のレポートを書かせると、みな、

何かの概説書を読んでその要旨をまとめてく

る。中には郷土史事典の記述をそのまま写し

取ってくる者もいる。歴史上のテーマを調べ

るとは、それについて書かれた本を読むこと

だと信じている。大学では、活字になって叙

述されている内容は、実は誰かが史料を読み

解いた結果なのだ、ということを解らせるこ

とから女白まる。そんな訓車業もしたことのない

大多数の学生が教員となって、地域学習の単

元で、ふるさとの歴史を「教える」のである。

歴史事実を覚えさせようとする方向に目が向

いてしまうのも当然といえよう 。本当は、過

去を伝える何かが残されているから、過去が

解って、新しい資史料が発見されれば、その

信じられていた過去も訂正されることがある

かもしれない、ということを教えることが基

本である筈なのに。

7 地域史の研究

文書館界でも、この点を考えておく必要が

あると思う 。自治体史の編纂事業は、学校教

育や社会人教育とのつながりの中でなされな

ければならない。学校の教員たちが地域学習

のテキストを編集するとき、市町村史はどれ

ほど役立てられているのだろうか。本ができ

あがってからでは遅い。できあがった分厚い

自治体史を読んで¥それを教材にしていくに

は多くの時間と、一定の訓練が求められる。

自治体史の編纂現場では日常的に「もの資料」

や文書に触れているのだから、教室で利用で

きそうな情報を絶えず提供していくべきでは

ないか。編纂の段階から、教育現場と連携し、

教材開発・副読本の作成に積極的に発言して

よいのではないかと思う 。

この点は、自治体史の編纂があっても無く

ても、終わっていても、それに拘わらず文書

館の役目でもあると思う 。文書館は自らの有

用性を広く示し、利用を開拓していく積極的

な姿勢がなければならない。見たい人はどう

ぞ館に来て見て下さいといった、いわば待ち

の姿勢を感じるのは私だけだろうか。市民感

覚の中で文書館の存在意義を獲得していくに

はまだ距離があるように思う 。

文書館が市民に向けて行う教育 ・普及活動

の一つに古文書解読講座がある。重要な仕事

だと思うが、単なる文字読みのテクニックに

終ってはいないか。史料の解読とは、まず文

書論・史料保存学であって、その上で、読ん

だ文字から過去を再構成していく思考の訓練

だと思う 。ならば、読めない文字で苦労させ

るよりも、誰もが読める素材から始めてもい

いのではないか。非現用からアーカイブズと



なった行政文書を使って、それが歴史を解明

する格好の素材であるということを、文書館

自身が証明してみせることが今求められてい

る。古文書でも行政文書でも、それがどうす

れば歴史の史料になるのかが、 一般には解ら

ないのである。この単純で簡単な作業と、思

考方法の訓練に、文書館側からも手を差しの

べてもらいたい。

研究者にとって、史料から叙述していくこ

とは常識だが、その活字だけを読まされてい

る市民には、この点が実感できない。市民が

地域の歴史を調べたいと思ったとき、まずは

図書館へ行くのが普通になっている。本で調

べて解らないことは、「わからないjのでる。

そこで、書物と史料を結び付ける橋渡し役が

必要になってくる。活字を読むのと同時に、

その記述の基になった史料を併せ読んでみる

体験が重要になる。本に書かれていないこと

が史料からわかったり、本の記述よりもより

詳細な内容が史料を読んで、解った、という体

験をしたとき、史料解読への熱意は高まるだ

けでなく、史料から歴史が叙述されていると

いう当たり前のことも、真の意味で理解でき

るのだと思う。その際のテキストには、自治

体史が最適である。土地勘のある住民が市町

村史を読みながら、同時に地域に根ざした史

料に辿りつけるからである。

刊行された自治体史の成果をどのような形

で地域住民に還元していくべきか、この点の

議論は少ない。編纂事業は、刊行後のアフタ

ーケアも視野に入れなければな らない。平易

に叙述しである(筈な)ので、後はご自由に

読んで、下さい、ということではいけない。自

治体史が書棚の飾りものにならないために

は、それをじっくり読み込んでいける場が必

要である。 個人では難しすぎる。読書会があ

るといい81。折角、地域の史料を使い込んで

編まれた自治体史ならば、それを有効に使っ

て、住民が史料に親しみをもてるようにする、

あるいは、そうした意識を喚起する契機と材

料にすべきではないかと思う。

文書館には、これまで図書館の郷土資料室
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が担ってきた機能が欠かせない。文書館専門

職員は、史料知識のみならず、それを加工し

た図書への目配りも必要である。少なくとも

自館所蔵の史料が、地域の自治体史の中でど

のように利用され、記述されているのかは、

掌握されていることと思う。司書の方には図

書から史料への橋渡しが難しいにしても、文

書館専門職員なら容易い話しだ。市民が地域

の歴史を調べたいと，思ったと き、まずは文書

館へ行ってみよう、という流れを作り出す必

要がある。図書を読んで 「調べるJという段

階から、史料から考えようという動きになっ

たとき、その姿勢は地域史の研究そのもので

はないか。

おわりに

歴史の研究者は、文書のしみも簸も、紙魚

も文書蔵のにおいも知っている。文書館専門

職員はそれ以上によく知っている。そこで暮

らしていると言って誤りない。しかし、文書

に固まれた生活をしていると、周りもみな、

そうであるかのような錯覚に陥りやすいもの

ではないか。

写真版を使ってくずし字を教えながら、学

生を未整理の古文書調査にかり出すことがあ

る。鼠の糞と紙魚、そして挨まみれの作業が、

それまでの「日本史jの勉強とあまりにもか

け離れていることに博然とする。活字になっ

た細かな歴史事実を覚えることに長けた学生

は、 その鈍くささに、「世界史」を専攻すれ

ばよかったと後悔する。しかしその反面、文

書の実物に触れて、ある種の興奮を覚えるの

も確かなようだ。村絵図の大き さに、 美しさ

に目を見張る。検地帳と手紙類の紙質の差に

気付き 、はがれた継紙の僅かな糊代の補修に

苦労する。再生紙を使っていたのか、 農民の

手紙類には色々 な色や質のものがある。借用

証文の墨引きや、借用人の名前部分の切り取

りから、返済完了に安堵する。後日、大名文

書に触れる機会があれば、使われていた紙そ

のものに違いがあったことを実感できる。ま
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た、商家の大福帳を見て、 10センチを越える

横帳のっくりに感心する。みな、「もの資料j

としての文書の魅力に引き込まれているので

ある。

研究者はこの興奮を忘れてしまっている。

いきおい、そこに記された文字の世界に入り

込んでしまう 。しかし、もの資料として文書

を見る視点、文書のもつ質感、風合いも実は

大事な要素なのだと思う 。特に、これから古

文書の勉強に取りかかろうとする人には、そ

こに書かれている中身もさることながら、そ

れ以上に、和紙の肌触り、その感触に強い印

象を受けるのではないだろうか。市民講座の

参加者がそう教えてくれる。

文書館は紙の博物館である。古いものから

近現代に至るまで、あらゆる紙が揃っている。

しかもそれは、切ったり継いだり、文字を書

いたり、時には色まで着けて、人聞がある目

的に4吏ったものばかりである。そこに記され

た文字の世界に入り込む前に、じっくりその

紙を見つめるゆとりが大切である。ガラス越

しには解らない紙の質感に触れる大切さであ

るヘ 文書館は、完全形の文書だけを収蔵す

ればよいというものではない。襖の裏張りや

煙草の巻紙など、文字を記して最初の役割を

終えた後に別の用途に使われたり、あるいは、

焼却処分の火中から救出されて半分だけ焼け

残った帳面、水につかってカピが生え板にな

ってしまった帳面なども保存しなければなら

ない。そして、そういう紙の一生もあるとい

うことを、市民に伝えるべきだと思う 。そう

いう中から自然に、史料保存の芽が育ってい

くのではないか。市民の内面には、文書への

強い関心がある。その関心をうまく引き出し、

育てていくことも文書館に謀せられた大切な

責務だと思う 。

〔註〕

1)太田富康 「市町村文書館の必要性とその

役割一「民間史料」保存へのアプローチを

中心にJ(r浦和市史研究j7号)には、示

唆に富み傾聴すべき多くの論点が示されて

いる。

2)北海道大学スラブ研究センターでは、研

究紀要の『スラウゃ研究Jを、また、国立

歴史民俗博物館では展示・広報・資料・研

究に関するホームページを開設し、インタ

ーネット上に公開している。徳島県では、

図書館・博物館・近代美術館・文書館・ 21

世紀館からなる文化の森総合公園が様々な

情報をコンピューターに集積し、各家庭や

文化施設・教育機関・市町村のパソコン端

末から自由に引き出して利用できる 「徳島

県文化・学習情報システム (COMET)J
を構築し、県のホームページからもアクセ

スできるようにしている。また、秋田県歴

史研究者・研究団体協議会でも秋田歴研協

のホームページを開設し、秋田県の歴史・

考古 ・民俗学に関する研究動向をネット上

に公開している。

3)函館市史編纂室では函館市のホームベー

ジの中に、博物館などと共に情報を提供し、

『地域史研究はこだて』の創刊号より 22号

までの目次と23号以降の本文を公開してい

る。博物館が逐次刊行する研究報告書類も

「市町村史の研究」同様、その全容を把握

するのは困難な状況にある。市町村単位の

ホームページではなく都道府県単位で歴史

資料の保存 ・利用機関が結集したホームペ

ージを開設できないものだろうか。

4) 文部省科学研究費による重点領域研究

「沖縄の歴史情報研究J(研究代表者:筑波

大学教授岩崎宏之)では、歴史資料を電子

情報化して保存すると同時に、歴史学の研

究に新たな可能性を切り開く様々な試みが

なされている。その動向を紹介するニュー

ズレターは是正メディアだけでなくホ}ムペ

ージにも公開されているし、 97年度末には

研究成果報告書がCD-ROM版で提供さ

れることになっている。また、秋田県立図

書館では97年度より文部省生涯学習局より

社会教育施設情報化・活性化推進事業の委

嘱を受け、民間に存在する古文書・写真 ・



民謡や昔語りなど様々な歴史情報を電子情

報化して収集・保存するシステムを構築す

る研究に着手した。一般には、社団法人・

日本画像情報マネジメン ト協会の『月刊 I

M.!が、最新の興味深い情報を提供し、参

考になる。

5)秋田県立図書館報『けやき.!175号 (96年

8月)、および『秋田歴研協会誌.!5号 (97

年8月)参照。同図書館では、同史料をマ

イクロフィルム11本、合計5，144コマ分の

形で保管していた。これから一枚の CD-

Rを作成し、その複製CD-Rを貸し出す

だけでなく、希望者には実費(一万円)提

供している。また、考古学の分野でも群馬

県安中市教育委員会では、岡市中野谷松原

遺跡の調査報告に関して掲載写真をメイン

にした CD-ROM版を作成している。こ

れを担当された社会教育課文化財係の大工

原豊氏によれば、イギリスや中国でも既に

考古学報告書類の CD-ROM化が進めら

れておりカメラマンの著作権保護が問題に

なっているという 。研究に関わる情報公開

の方法として参考になる。

6)辻川敦「地域社会における文書館事業の

役割一時代のニーズ、政策的位置付け-J
(r記録と史料.! 5号、例年 9月)には、多

く啓発され、本稿の起点をなしている。

7)東京大学史料編纂所では84年以降、コン

ピューターによる歴史情報処理研究が進め

られ、「東京大学史料編纂所歴史情報処理

システム SHIPSJのもとに、所蔵史料

目録や諸家文書目録、維新史料綱要など

数々のデータベースが開発されている。ま

た、前記註(2 )にあげた「徳島県文化・

学習情報システム」の中でも岡県立文書館

所蔵資料に関するデータベースが構築さ

れ、公開・利用に供されている。金原祐樹
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「徳島県立文書館のデータベースシステムj

(r徳島県立文書館研究紀要』創刊号、 97年

3月)参照。

8)編纂室が企画した例に、秋田県本荘市の

「市史を読む会Jがある。また、住民主催

のものに茨城県久慈郡大子町の大子郷土史

の会による『大子町史通史編』の輪読会

(需書房97年 7月刊の『常総の歴史.!19号

に収録の野内正美「ある町立文書館への模

索j参照)や、長野県飯山市常盤地区で聞

かれている『飯山市史Jの勉強会・常盤塾

などがある。同地区では旧常盤村が飯山市

に合併する記念事業として『村史ときわJ

が刊行され、その際にスライドにナレーシ

ヨンを入れた『村史』のダイジェスト版も

作られた。これを使った勉強会が行われ、

『村史Jの理解に役立てられた。常盤塾は

それ以来の伝統を持ち、同地域で『村史』

から『市史』まで一貫 して指導的役割を果

たされた元茨城大学教授・故河内八郎氏の

功績が大きい。

9)堀越宏一「フランスにおける文書館の利

用と歴史研究J(r歴史評論.!567号、 97年

7月)によれば、「フランスの文書館は、

地域の歴史教育の場として、小中学生の課

外学習や所蔵史料の一般公開など大変熱心

であるようだ。しかし、その反面で、すべ

てが一点しか存在しない古文書の保存のた

めに、閲覧禁止措置の必要が出てくるのは、

複雑な問題である。」と、利用と保存の矛

盾について紹介されている。しかし、それ

でもなお日本の現状では、なし得る対策を

講じながら、市民が文書に親しみを感じる

ことのできる場の提供が必要だ、と考える。

附記、本稿は全史料協96年度大会で報告

した内容を基に、当日の討論と、その後の

調査により加筆したものである。




